
(2)対応案

○ 一部負担金等の受領に応じて、専らポイン トの付与及びその還元を目

的とするポイン トカー ドについては、ポイン トの付与を認めないことを

則 としてはどうか。

○ 一方で、現金と同様の支払い機能を持つ、クレジットカー ドや、一定の

汎用性のある電子マネーによる支払に伴い生じるポイン トの付与は、これ

らのカー ド

ないものとして認めることとしてはどうか。

○ これ らについては、

することとし、各薬局等に

おける準備期間も必要であることから、施行は平成 24年 4月 1日 とし

てはどうか。


